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平成２６年第３回上富田町議会定例会会議録 

（第１日） 

○開会期日  平成２６年９月８日午前９時３０分 

───────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

───────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

      １番  松 井 孝 恵        ２番  谷 端   清 

      ３番  樫 木 正 行        ４番  奥 田   誠 

      ５番  九 鬼 裕見子        ６番  山 本 明 生 

      ７番  大 石 哲 雄        ８番  畑 山   豊 

      ９番  沖 田 公 子       １０番  榎 本   敏 

     １１番  木 本 眞 次       １２番  吉 田 盛 彦 

───────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  平 田 隆 文   局 長 補 佐  十 河 貴 子  

───────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 小 出 隆 道  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 笠 松 眞 年 

総務政策課長 福 田 睦 巳  総 務 政 策 課 

企 画 員 
川 口 孝 志 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
森 岡 真 輝  総 務 政 策 課 

企 画 員 
水 口 和 洋 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
撫 養 充 洋  税 務 課 長 山 崎 一 光 

税務課企画員 橋 本 秀 行  産業建設課長 植 本 敏 雄 

産 業 建 設 課

企 画 員 
三 栖 啓 功  産 業 建 設 課

企 画 員 
中 松 秀 夫 

住民生活課長 和 田 精 之  住 民 生 活 課

企 画 員 
平 田 敏 隆 
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住 民 生 活 課

企 画 員 
原   宗 男 

 住 民 生 活 課

企 画 員 
坂 本   厳 

上下水道課長 植 本   亮 
 上 下 水 道 課

企 画 員 
菅 谷 雄 二 

教 育 委 員 会

総 務 課 長 
家 髙 英 宏  教 育 委 員 会

生涯学習課長 
藪 内 博 文 

教 育 委 員 会

生 涯 学 習 課

企 画 員 

谷 本 芳 朋 
 

  

 

───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 諸般の報告 

  日程第 ４ 議案第 ７６号 平成２５年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定につ 

                いて 

  日程第 ５ 議案第 ７７号 平成２５年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入 

                歳出決算認定について 

  日程第 ６ 議案第 ７８号 平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出 

                決算認定について 

  日程第 ７ 議案第 ７９号 平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業 

                歳入歳出決算認定について 

  日程第 ８ 議案第 ８０号 平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業 

                歳入歳出決算認定について 

  日程第 ９ 議案第 ８１号 平成２５年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算 

                認定について 

  日程第１０ 議案第 ８２号 平成２５年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入 

                歳出決算認定について 

  日程第１１ 議案第 ８３号 平成２５年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入歳 

                出決算認定について 

  日程第１２ 議案第 ８４号 平成２５年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算 

                認定について 

  日程第１３ 議案第 ８５号 平成２５年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入歳 

                出決算認定について 

  日程第１４ 議案第 ８６号 平成２５年度上富田町特別会計診療所事業歳入歳出決 
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                算認定について 

  日程第１５ 議案第 ８７号 平成２５年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出決 

                算認定について 

  日程第１６ 議案第 ８８号 平成２５年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定に 

                ついて 

  日程第１７ 議案第 ８９号 平成２５年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決 

                算認定について 

  日程第１８ 報告第 １８号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

                ２５年度健全化判断比率の報告について 

  日程第１９ 報告第 １９号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

                ２５年度上富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比 

                率の報告について 

  日程第２０ 報告第 ２０号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

                ２５年度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不 

                足比率の報告について 

  日程第２１ 報告第 ２１号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

                ２５年度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足 

                比率の報告について 

  日程第２２ 報告第 ２２号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成 

                ２５年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告 

                について 

  日程第２３ 議案第 ９０号 上富田町職員旅費条例の一部を改正する条例 

  日程第２４ 議案第 ９１号 上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関 

                する基準を定める条例 

  日程第２５ 議案第 ９２号 上富田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

                の運営に関する基準を定める条例 

  日程第２６ 議案第 ９３号 上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 

                準を定める条例 

  日程第２７ 議案第 ９４号 田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の変更に 

                関する協議について 

  日程第２８ 議案第 ９５号 田辺市、上富田町青少年センター協議会規約の変更に 

                関する協議について 

  日程第２９ 議案第 ９６号 平成２６年度上富田町一般会計補正予算（第２号） 
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  日程第３０ 議案第 ９７号 平成２６年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第 

                １号） 

  日程第３１ 議案第 ９８号 平成２６年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第 

                １号） 

  日程第３２ 議案第 ９９号 平成２６年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正 

                予算（第２号） 

  日程第３３ 議案第１００号 工事請負契約の締結について（平成２６年度 第１－ 

                １号 公共下水道事業岩田下水道管（１工区）布設工 

                事（補助）） 
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△開  会  午前９時３０分 

○議長（奥田 誠） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２６年第３回定例会を開催するに当たりまして、議員各位のご出席をいただき開

会できますことを厚くお礼を申し上げます。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２６年第３回上富田町議会定例会を

開会します。 

  日程に入る前に、クールビズとしてノーネクタイと議長判断による上着なしを本定例

会においても実施したいと思いますので、議員各位、また当局の方も上着を取っていた

だいて結構かと思います。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

△日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（奥田 誠） 

  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において８番、畑山 豊

君、９番、沖田公子君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 会期の決定 

○議長（奥田 誠） 

  日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１８日までの１１日間にしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は１１日間に決しました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 諸般の報告 

○議長（奥田 誠） 
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  日程第３ 諸般の報告をさせます。 

  事務局長。 

○議会事務局長（平田隆文） 

  諸般の報告をいたします。 

  平成２６年６月定例会以降の議員活動並びに議員派遣の件及び地方自治法第１２１条

の規定により出席要求した平成２６年９月定例会の説明員については、お手元に配付し

ていますのでよろしくお願いいたします。 

  また、本定例会までに提出のありました手話言語法制定を求める意見書の提出を求め

る陳情書、軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正などを求める陳情、これら

２件の陳情につきましては写しをお手元に配付しておりますので、お目通しください。 

  次に、本定例会の一般質問の通告の締め切りについては、本日９月８日午後３時まで

となっていますので、質問内容を具体的に記入の上、通告されますようお願いいたしま

す。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（奥田 誠） 

  これで諸般の報告を終わります。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  本日、ここに平成２６年第３回上富田町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位におかれましては、公私とも本当にお忙しい中、ご参集を賜り、厚くお礼を申し上

げます。また、平素は町政発展のために格別のご尽力とご協力を賜り、重ねて深く感謝

を申し上げます。 

  さて、８月は全国各地で豪雨による甚大な自然災害が発生しました。特に、８月２０

日明朝の広島県の豪雨災害により亡くなられた皆様には、謹んでお悔やみ申し上げます

とともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。一日も早い復興を願っておりま

す。 

  また、８月９日から１０日にかけて被害があった台風１１号災害についてでございま

すが、四国を縦断し、日本海へ抜けましたが、動きが大変遅く、四国地方に甚大な被害

をもたらしました。上富田町におきましても、全職員に対しまして防災体制を発令し、

全庁体制で情報収集や応急対策など、人命の保護を最優先に奔走いたしました。 

  幸いにも町内では大きな被害は出なかったものの、岡地区では民家の裏山に崩壊のお

それがあるため、対象世帯に避難を促し、自宅から一時転居していただいております。
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そのほか道路の一部損壊や農林水産物の被害等もあり、被害に遭われた多くの町民の皆

さんに心からお見舞いを申し上げます。 

  今後も国や県とも連携しながら、被災地域の復旧に全力で取り組み、さらなる防災体

制の強化を目指して、災害に強いまちづくりを推進していきたいと考えております。 

  次に、ジオパークについてでございますが、８月２８日に開催されました日本ジオパ

ーク委員会において、南紀熊野ジオパークが認定されました。これはジオパーク活動を

通じまして地域が持続的に発展していく仕組みづくりを続けてきたことが評価されたも

のであり、今後もこれらの資源を保全するとともに、地域活性や教育、観光などに生か

して、引き続き世界ジオパークの認定を目指して取り組んでまいります。 

  さらに、わかやまデスティネーションキャンペーンも９月１４日から始まります。こ

れを機に全国から多くの皆様方を心のこもったおもてなしでお招きして、上富田町の魅

力ある観光資源をごらんいただきたいと考えております。 

  さて、本定例会に上程し、ご審議をお願いします議案は、平成２５年度一般会計・特

別会計の歳入歳出決算認定が１３件、平成２５年度水道事業会計剰余金処分及び決算認

定が１件、報告事項としましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健

全化判断比率及び公営企業会計ごとの資金不足比率の報告が５件ございます。条例の一

部改正が１件、条例の制定が３件、規約の一部改正が２件、平成２６年度一般会計・特

別会計の補正予算が４件、工事請負契約の締結１件の計３０件であります。 

  それでは、諸議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 

  議案第７６号から議案第８８号までの１３件につきましては、平成２５年度上富田町

一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決算認定であります。 

  次に、議案第８９号、平成２５年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定に

つきましては、地方公営企業法第３２条の規定に基づきまして、剰余金の処分につきま

しては条例で定めるかあるいは議会の議決を経て行うかにより処分することとされてお

り、今回、議案として提出するものでございます。監査委員の意見書を付して提案させ

ていただいておりますので、何とぞご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

  次に、報告第１８号から報告第２２号までの５件につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律に基づきまして、健全化判断比率及び公営企業会計ごとの資金

不足比率について報告するものであります。 

  この報告は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率とし

ましての実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに公

営企業会計のごとの経営健全化を判断するための資金不足比率について、それぞれの算

定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に
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報告し、かつ公表しなければならないことになっています。 

  なお、２５年度決算のそれぞれの比率は、法律で定めた基準内であります。 

  次に、議案第９０号につきましては、上富田町職員旅費条例の一部を改正する条例

（案）でございます。 

  この条例案につきましては、職員の出張の出発前に出張命令が変更され、既に支出し

た金額がある場合の旅費及び職員の出張中、交通機関の事故等により旅費額の全部また

は一部を喪失した場合における旅費の取り扱いについて定めるものでございます。 

  次に、議案第９１号につきましては、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例（案）でございます。 

  この条例は、児童福祉法の規定に基づきまして、放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定めるものであります。 

  次に、議案第９２号につきましては、上富田町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例（案）でございます。 

  この条例は、子ども・子育て支援法の規定に基づきまして、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものであります。 

  次に、議案第９３号につきましては、上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（案）でございます。 

  この条例は、児童福祉法の規定に基づきまして、家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定めるものでございます。 

  次に、議案第９４号につきましては、田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の

変更に関する協議についてでございます。 

  この規約の変更に関する協議は、地方自治法の一部を改正する法律の施行により、当

規約に引用している条文の条項が変更されたことに伴いまして、地方自治法の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。 

  次に、議案第９５号につきましては、田辺市、上富田町青少年センター協議会規約の

変更に関する協議についてでございます。 

  この規約の変更に関する協議につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施

行により、当規約に引用している条文の条項が変更されたことに伴いまして、地方自治

法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  次に、議案第９６号につきましては、平成２６年度上富田町一般会計補正予算（第２

号）でございます。 

  今回、既定額に９，８０６万９，０００円を追加し、予算総額を６１億８，５０１万

１，０００円と定めています。 
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  補正予算の主な内容は、番号制度導入に係るシステム改修委託料として８８０万円、

子ども・子育て支援新制度に係るシステム構築業務委託料としまして７０２万円、高齢

者肺炎球菌委託料等としまして１，００５万４，０００円、災害応急復旧工事費として

３，４００万円、現年発生公共土木施設災害復旧工事請負費としまして２，０００万円、

現年発生農業用施設災害復旧工事請負費としまして３００万円を措置しております。 

  一方、歳入につきましては、分担金、国・県補助金、基金繰入金、町債等を見込み措

置しております。 

  次に、議案第９７号につきましては、平成２６年度上富田町特別会計介護保険補正予

算（第１号）でございます。 

  今回、既定額に１２万円を追加し、予算総額を１２億４，６２２万８，０００円と定

めています。 

  補正予算の主な内容は、成年後見制度申立等手数料及び成年後見制度医師鑑定手数料

を措置しております。 

  次に、議案第９８号につきましては、平成２６年度上富田町特別会計診療所事業補正

予算（第１号）でございます。 

  今回、既定額に３１万円を追加し、予算総額を４，３４２万２，０００円と定めてお

ります。 

  補正予算の主な内容は、診療所の雨漏れ修繕に伴う建物維持管理負担金を措置してお

ります。 

  次に、議案第９９号につきましては、平成２６年度上富田町特別会計農業集落排水事

業補正予算（第２号）でございます。 

  今回、既定額に７０万円を追加して、予算総額を１億８，５１５万１，０００円と定

めています。 

  補正予算の主な内容は、台風１１号による生馬地区処理場及び岩田・岡地区処理場の

計装盤故障に伴う修繕料を措置しています。 

  次に、議案第１００号につきましては、工事請負契約の締結につきまして、平成２６

年度の第１－１号の公共下水道事業、岩田下水道管１工区の布設工事補助でございます。 

  今回、指名競争入札によりまして、株式会社清本組と８，３４４万７，２８０円で契

約を締結するものでございます。 

  工事内容につきましては、県道上富田すさみ線の熊野高等学校前からしおじ旅館付近

までの間を推進工法で管径２５センチ、ヒューム管延長１８０メートル、開削工法で立

平周辺の県道、町道に管径１５センチから２５センチのリブ付管を延長４０９メートル

施工するものであります。 
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  以上が本定例会に上程します諸議案についての概要でございます。詳細につきまして

は、担当課長、企画員より説明させますので、ご審議の上、ご承認を賜りますよう、何

とぞよろしくお願い申します。 

  なお、７月１日に人事異動を行いました。異動した職員のうち、本定例会に出席する

管理職について、副町長より説明させますので、今後ともご指導いただけるようにお願

いして挨拶とします。よろしくお願いしておきます。 

○議長（奥田 誠） 

  次に、副町長から７月１日の人事異動について発言を求められておりますので、これ

を許可します。 

  副町長、山本君。 

○副町長（山本敏章） 

  おはようございます。 

  それでは、７月１日付の人事異動を発令しましたので、課長並びに企画員を紹介させ

ていただきます。 

  まず、総務政策課長の福田睦巳です。 

○総務政策課長（福田睦巳） 

  福田です。どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  総務政策課企画員行政グループ長兼防災国土強靭化グループ長の森岡真輝です。 

○総務政策企画員（森岡真輝） 

  森岡真輝です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  教育委員会生涯学習課企画員、谷本芳朋です。 

○教育委員会生涯学習課企画員（谷本芳朋） 

  谷本です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  産業建設課企画員産業振興グループ長の中松秀夫です。 

○産業建設課企画員（中松秀夫） 

  中松です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  なお、中松につきましては、今回昇格となります。 

  上下水道課長、植本亮です。 

○上下水道課長（植本 亮） 
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  植本です。よろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  上下水道課企画員行政グループ長の菅谷雄二です。 

○上下水道課企画員（菅谷雄二） 

  菅谷です。どうぞよろしくお願いします。 

○副町長（山本敏章） 

  以上です。今後ともご指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第４ 議案第７６号～日程第２２ 報告第２２号 

○議長（奥田 誠） 

  この際、日程第４ 議案第７６号、平成２５年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定

についての件から日程第２２ 報告第２２号、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律による平成２５年度上富田町水道事業会計の資金不足比率の報告についての件まで１

９件を一括議題とします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。報告を求めます。 

  会計管理者、笠松君。 

○会計管理者（笠松眞年） 

  おはようございます。よろしくお願いします。 

  それでは、私から議案第７６号から議案第８９号につきまして説明させていただきま

す。 

  なお、議案番号に従い、それぞれの会計の収支状況につきまして、順を追って説明す

るのが本意でありますが、参考資料として決算総括表を添付していますので、後ほど参

考資料によりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、各議案につきまして説明させていただきます。 

  議案第７６号、平成２５年度上富田町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町一般会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第７７号、平成２５年度上富田町特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定に

ついて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計国民健康

保険事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 
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  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第７８号、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成事業歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計宅地造成

事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第７９号、平成２５年度上富田町特別会計宅地取得資金貸付事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計宅地取得

資金貸付事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第８０号、平成２５年度上富田町特別会計住宅新築資金貸付事業歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計住宅新築

資金貸付事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８１号、平成２５年度上富田町特別会計奨学事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計奨学事業

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第８２号、平成２５年度上富田町特別会計農業集落排水事業歳入歳出決算認定に

ついて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計農業集落

排水事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第８３号、平成２５年度上富田町特別会計公共下水道事業歳入歳出決算認定につ

いて。 
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  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計公共下水

道事業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第８４号、平成２５年度上富田町特別会計介護保険歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計介護保険

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第８５号、平成２５年度上富田町特別会計後期高齢者医療歳入歳出決算認定につ

いて。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計後期高齢

者医療歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８６号、平成２５年度上富田町特別会計診療所事業歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計診療所事

業歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いします。 

  議案第８７号、平成２５年度上富田町特別会計朝来財産区歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度上富田町特別会計朝来財産

区歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８８号、平成２５年度西牟婁郡公平委員会歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２５年度西牟婁郡公平委員会歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次をお願いいたします。 

  議案第８９号、平成２５年度上富田町水道事業会計剰余金処分及び決算認定について。 

  地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、平成２５年度上富田町水道事業会計

決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、あわせて同法第３０条第
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４項の規定に基づき、平成２５年度上富田町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書

をつけて議会の認定に付する。 

  平成２６年９月８日、上富田町長小出隆道。 

  それでは、次に、お手元に配付しています参考資料の決算総括表により収支状況を説

明させていただきます。 

  この大きなＡ３サイズの１枚物です。よろしくお願いします。 

  これは平成２５年度上富田町会計別歳入歳出決算総括表です。 

  まず、議案第７６号の一般会計につきましては、歳入総額６２億８，４９３万５６１

円、歳出総額５９億１，１９３万８，２６７円、歳入歳出差し引き額３億７，２９９万

２，２９４円、うち翌年度繰越財源額２億７，４３６万６，０００円、実質収支額は９，

８６２万６，２９４円、これにつきましては、平成２６年度へ繰り越しております。 

  次に、議案第７７号の国民健康保険事業につきましては、歳入総額２０億３，４０２

万４０１円、歳出総額１９億６，５０４万７，６３４円、歳入歳出差し引き額及び実質

収支額は同じく６，８９７万２，７６７円です。これにつきましては、平成２６年度へ

繰り越しております。 

  次に、議案第７８号の宅地造成事業につきましては、歳入総額４億５，７２１万３，

３９４円、歳出総額８億５，５１１万５，７００円、歳入歳出差し引き額及び実質収支

額とも同じくマイナスの３億９，７９０万２，３０６円です。これにつきましては平成

２６年度からの繰り上げ充用で補塡措置しています。 

  次に、議案第７９号の宅地取得資金貸付事業につきましては、歳入総額２６１万５，

９７６円、歳出総額８１７万４，３５８円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同

じくマイナスの５５５万８，３８２円です。これにつきましても平成２６年度から繰り

上げ充用で補塡措置しています。 

  次に、議案第８０号の住宅新築資金貸付事業につきましては、歳入総額１，０４５万

８，５９２円、歳出総額５，１６５万５，９５６円、歳入歳出差し引き額及び実質収支

額とも同じくマイナスの４，１１９万７，３６４円です。これにつきましても平成２６

年度からの繰り上げ充用で補塡措置しています。 

  次に、議案第８１号の奨学事業につきましては、歳入総額７６２万３，８８６円、歳

出総額７６２万３，８８６円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額はゼロでございます。 

  次に、議案第８２号の農業集落排水事業につきましては、歳入総額１億８，２０３万

７，６８６円、歳出総額１億８，２０３万７，６８６円、歳入歳出差し引き額及び実質

収支額はゼロでございます。 

  次に、議案第８３号の公共下水道事業につきましては、歳入総額２億３５３万９，１
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５４円、歳出総額１億９，８２６万８，３９９円、歳入歳出差し引き額５２７万７５５

円、うち翌年度繰り越し財源額４８８万４，０００円、実質収支額は３８万６，７５５

円です。これにつきましては２６年度へ繰り越しております。 

  次に、議案第８４号の介護保険につきましては、歳入総額１２億２，７７５万６，５

２２円、歳出総額１２億２，６８９万６，３５１円、歳入歳出差し引き額及び実質収支

額とも同じく８６万１７１円です。これにつきましても平成２６年度へ繰り越しており

ます。 

  次に、議案第８５号の後期高齢者医療につきましては、歳入総額２億４，５３９万６，

６８３円、歳出総額２億４，３８４万２，９８３円、歳入歳出差し引き額及び実質収支

額とも同じく１５５万３，７００円です。これにつきましても平成２６年度へ繰り越し

ております。 

  次に、議案第８６号の診療所事業につきましては、歳入総額３，７２４万１，５７２

円、歳出総額３，７２４万１，５７２円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額はゼロで

ございます。 

  次に、議案第８７号の朝来財産区につきましては、歳入総額１，０４８万６，１２０

円、歳出総額７７３万９，６３５円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じく２

７４万６，４８５円です。これにつきましても平成２６年度へ繰り越しております。 

  次に、議案第８８号の西牟婁郡公平委員会につきましては、歳入総額１４０万４，５

３９円、歳出総額１３０万９６６円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額は同じく１０

万３，５７３円です。これにつきましても平成２６年度へ繰り越しています。 

  これらの単式会計合計では、歳入総額で１０７億４７２万５，０８６円、歳出総額で

１０６億９，６８８万３，３９３円、歳入歳出差し引き額７８４万１，６９３円、うち

翌年度繰り越し財源額２億７，９２５万円、実質収支額はマイナスの２億７，１４０万

８，３０７円となっています。 

  次に、議案第８９号の複式会計であります水道事業で、収益的収入及び支出につきま

しては、歳入総額４億９，７１２万５，８９９円、歳出総額４億６９７万８，９５２円、

歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じく９，０１４万６，９４７円です。 

  なお、経常利益、消費税抜きの金額は８，７７８万４，６４５円でございます。この

金額が剰余金となります。 

  次に、資本的収入及び支出につきましては、歳入総額１，２３１万５，１００円、歳

出総額２億２，３８１万３，２４６円、歳入歳出差し引き額及び実質収支額とも同じく

マイナスの２億１，１４９万８，１４６円です。これにつきましては減債積立金、損益

勘定留保資金で補塡しています。 
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  以上、簡単ですけれども、説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認賜ります

ようよろしくお願いします。 

○議長（奥田 誠） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  報告第１８号から報告第２２号につきましてご説明いたします。よろしくお願いいた

します。 

  報告第１８号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２５年度健全化

判断比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２５年度

健全化判断比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告する。 

  平成２６年９月８日、上富田町長小出隆道。 

  この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律によりまして、

地方公共団体の長は毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率

とその算定基礎事項を記載した書面を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該比

率を議会に報告し、かつ公表しなければならないとなっており、監査委員の意見書とと

もに今議会に報告するものであり、平成２０年度決算から報告しているところでありま

す。 

  また、この法律においては、地方公共団体の財政状況を客観的にあらわし、財政の早

期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、４つの財政指標を財政健全化判

断比率として定めています。４つの指標のいずれかが早期健全化基準以上となると早期

健全化団体となり、財政健全化計画を策定し、議会議決を受けることが義務づけられる

とともに、計画策定年度のみ公認会計士、弁護士等による個別外部監査が強制適用とな

ります。 

  また、財政健全化計画の実施状況を毎年度議会に報告し、公表するとともに、早期健

全化が著しく困難と認められるときには、総務大臣または知事が勧告を行うものとされ

ております。 

  次のページに監査委員さんの監査意見書を添付しておりますが、健全化の判断につき

ましては、①の実質赤字比率は、普通会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対

する比率で、赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標となっており

ます。比率につきましては、実質赤字額がありませんので数字表記はなく、ハイフン表

示としております。早期健全化基準は１５％となっております。 

  ②番の連結実質赤字比率につきましては、普通会計と特別会計及び地方公営企業会計
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の全てを含めての比率となります。比率につきましては、連結実質赤字額がありません

ので数字表記はなく、ハイフン表示としております。早期健全化基準は２０％です。 

  ③の実質公債費比率につきましては、公債費の元利償還金等が標準財政規模に対して

どの程度の負担かをあらわす指標で、普通会計、特別会計、公営企業会計の全ての会計

と一部事務組合、広域連合及び紀南病院、昨年度加入しました紀南環境広域施設組合等

それぞれを含めた比率となっております。平成２３年度、２４年度、２５年度の３カ年

平均で算定をいたします。比率は１４．７％で、昨年が１５．９％でしたので、昨年よ

り１．２％の改善となっております。早期健全化基準は２５％です。 

  ④の将来負担比率につきましては、実質公債費比率適用分に公社及び第三セクター等

を含めたものが対象となっています。これは、一般会計等が将来支払わなければならな

い可能性がある負担金等の、現時点での残高を指標化したものとなっております。比率

は１２５．７％で、昨年が１３４．６％でしたので、昨年より８．９％の改善となって

おります。早期健全化基準は３５０％です。 

  以上のとおり、上富田町の平成２５年度決算における健全化判断比率につきましては、

４つの指標とも早期健全化基準値以下となっております。 

  次に、報告第１９号をお願いいたします。 

  報告第１９号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２５年度上富田

町特別会計宅地造成事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２５年

度上富田町特別会計宅地造成事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつ

けて報告する。 

  平成２６年９月８日、上富田町長小出隆道。 

  この報告第１９号、この後報告します報告第２０号から報告第２２号につきまして、

公営企業の資金不足比率の報告であります。さきの健全化判断比率と同じく、監査委員

の審査に付し、議会に報告して公表しなければならないとされています。 

  また、公営企業ごとにそれぞれの資金不足比率が経営健全化基準を超えますと、当該

公営企業について早期健全化団体と同様に経営健全化計画の策定と個別の外部監査が求

められています。上富田町の公営企業に係る健全化の判断につきましては、宅地造成事

業、この後報告いたします農業集落排水事業、公共下水道事業、水道事業の４公営企業

が対象となり、公営企業ごとの資金不足比率で判断いたします。 

  次のページに監査委員さんの意見書を添付しております。 

  なお、資金不足比率の経営健全化基準は２０％となっております。この４会計の公営

企業につきましては、平成２５年度決算における資金不足は生じていないため、資金不
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足比率は数字表記がなくハイフン表示となっております。 

  続きまして、報告第２０号をお願いいたします。 

  報告第２０号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２５年度上富田

町特別会計農業集落排水事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２５年

度上富田町特別会計農業集落排水事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書

をつけて報告する。 

  平成２６年９月８日、上富田町長小出隆道。 

  報告第２１号をお願いいたします。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２５年度上富田町特別会計公共

下水道事業の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２５年

度上富田町特別会計公共下水道事業の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書を

つけて報告する。 

  平成２６年９月８日、上富田町長小出隆道。 

  報告第２２号をお願いいたします。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律による平成２５年度上富田町水道事業会計

の資金不足比率の報告について。 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２５年

度上富田町水道事業会計の資金不足比率について、別紙監査委員の意見書をつけて報告

する。 

  平成２６年９月８日、上富田町長小出隆道。 

  以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  以上をもって、提案理由の説明と報告を終わります。 

  次に、監査委員の報告をお願いします。 

  ７番、大石哲雄君。 

○７番（大石哲雄） 

  平成２５年度各会計の決算審査の報告をいたします。 

  ７月３１日から８月２８日までの期間、各会計にわたり井上代表監査委員とともに１

４会計の決算審査を行いました。各会計の予算額及び収入支出済額は、予算台帳並びに

出納日計簿等により出納証書類を余すところなく調査の上、さらにその内容につき審査

いたしましたところ、各会計にわたり係数は正確であり、内容的にも正当なものと確認
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をいたしました。 

  さて、平成２５年度の一般会計決算額について千円単位で申し上げますと、歳入総額

６２億８，４９３万円、歳出総額５９億１，１９３万８，０００円、歳入歳出差し引き

額３億７，２９９万２，０００円となっております。そのうち翌年度への繰り越し財源

２億７，４３６万６，０００円を差し引きますと、実質収支額は９，８６２万６，００

０円の黒字となっております。厳しい財政状況が続く中、行財政改革の成果があらわれ

たものと考えられます。 

  続きまして、歳出の内容ごとの決算額を申し上げます。 

  まず、人件費につきましては、３名の新規職員を採用しておりますが、職員給与の減

額支給などにより前年度に比べ０．１％の増となっております。 

  次に、物件費につきましては、各種事務事業の見直し、経費の節減を図った結果、前

年度に比べ６．５％の減となっております。 

  次に、扶助費につきましては、福祉関連の法改正に伴う単価の見直しが落ちついたこ

とから、前年度に比べ１．５％の増となっております。 

  決算額の構成比につきましては、消費的経費が５７．０％、投資的経費が１７．０％、

公債費等が２６．０％となっております。 

  歳出全般では、財政構造の弾力性を示す指標の経常収支比率が９０．３％となり、前

年度に比べ財政構造が硬直化しております。これは義務的な経費の縮減や経常一般財源

の確保が困難なことによるものでありますが、長期にわたる景気の低迷などから財政環

境は依然不透明で厳しい状況が続いているため、今後においても歳出において経費の抑

制を図り、財政構造の弾力化が図られるよう要望いたしております。 

  また、実質公債費比率については１４．７％となり、改善が図られております。 

  次に、歳入全般について、自主財源の構成比は３７．６％、依存財源の構成比は６２．

４％となっております。これに関しまして、今後とも自主財源の確保に努めるとともに、

国・県支出金等の依存財源の確保にも努力されるよう要望いたしております。 

  次に、町税についてでありますが、全体の徴収率は９１．７％、収入未済額は１億３，

１５２万９，０００円となっております。また、使用料等も含めた一般会計の収入未済

額の合計は、１億４，０５７万３，０００円となっております。未収金の徴収につきま

しては厳しい状況が続くと見込まれますが、公平負担が原則であり、滞納の減少に格段

の努力をされるよう要望いたしております。また、町営住宅使用料など各種料金を含め

た未収金の徴収につきましても、万全を期するよう要望いたしております。 

  次に、一般会計の２５年度末の町債残高は、６４億１，８０２万１，０００円で、前

年に比べ３．５％の増となっております。平成２５年度の町債の借入額は８億８８０万
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５，０００円で、防災行政無線デジタル化整備事業債、臨時財政対策債、大内谷残土処

分場整備事業債が主なものであります。 

  現在の町財政は、償還額は減少しているものの、借入額は年々増加し、これらの償還

が始まることにより厳しい財政運営が続くと予想されますが、その一方で行政需要はま

すます多岐・多様になっていくものと見込まれますので、効率的な行財政運営に一層努

められ、上富田町の発展と住民福祉の向上に寄与されるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計国民健康保険事業であります。 

  歳入総額は２０億３，４０２万円、歳出総額は１９億６，５０４万８，０００円とな

り、差し引き６，８９７万２，０００円の黒字となっております。 

  一方で、国民健康保険税の徴収率に関しましては７７．６％と低い水準であることか

ら、徴収率の向上に一層努められるとともに、高齢化社会を踏まえた長期的観点から健

全な国民健康保険事業の運営を図られるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計宅地造成事業であります。 

  平成２５年度の赤字額は３億９，７９０万２，０００円となり、前年度より赤字額が

減少しているものの、多額の赤字が恒常化しております。保有財産の処分を含む年次計

画を策定し、財政健全化に向け早急に取り組まれるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計宅地取得資金貸付事業及び住宅新築資金貸付事業であります。 

  これらの会計の未収金につきましては、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

により、徴収率の向上に一層努力されるよう要望いたしております。 

  次に、特別会計介護保険であります。 

  この会計に関しましては、その未収金について抜本的な対策を講じられるよう要望い

たしております。 

  次に、特別会計後期高齢者医療であります。 

  この会計につきましては、過年度分の徴収率に関し要因を分析するとともに、抜本的

な対策を早急に講じられるよう要望いたしております。 

  次に、水道事業会計であります。 

  平成２５年度につきましては、８，７７８万４，０００円の純利益を計上いたしてお

ります。今後とも経費の節減に取り組むとともに、施設の再点検を実施し、改良工事等

の計画的な遂行に努め、財政の健全化を図り、日常生活に不可欠な上水の安定供給に一

層努力されるよう要望いたしております。 

  なお、その他の特別会計につきましても、審査の結果を逐一ご報告申し上げるのが本

意でございますが、提出いたしております審査意見書に個別の意見を添付いたしており

ますので、お目通しをお願いします。 



－ 21 － 

  次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率や資金不

足比率を審査いたしました。その結果、早期健全化基準や経営健全化基準は超えていな

いものの、実質公債費比率及び将来負担比率について、早期健全化基準と比較するとこ

れを下回っておりますが、今後の地方債の借り入れに関して十分留意されるよう要望い

たしております。 

  以上で、平成２５年度の決算審査並びに財政健全化審査の報告とさせていただきます。 

○議長（奥田 誠） 

  これをもって、監査委員の報告を終わります。 

  １０時４０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時２８分 

───────────── 

再開 午前１０時４０分 

───────────── 

○議長（奥田 誠） 

  再開します。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっています日程第４ 議案第７６号、平成２５年度上富田町一般会

計歳入歳出決算認定についての件から日程第１７ 報告第８９号、平成２５年度上富田

町水道事業会計剰余金処分及び決算認定についての件までの１４件については、６人を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して閉会中の継続審査にした

いと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  お諮りします。 

  ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任についていかがいたします

か。 

              （「議長一任」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  議長一任の声がありますので、委員の選任については委員会条例第７条第３項の規定

により議長において指名することにご異議ありませんか。 
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              （「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  それでは、決算審査特別委員会委員に、１番、松井孝恵君、３番、樫木正行君、６番、

山本明生君、１０番、榎本 敏君、１１番、木本眞次君、１２番、吉田盛彦君を指名し

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名を決算審査特別委員会委員に選任することに

決しました。 

  暫時休憩をしますから、委員会を開催していただき正副委員長の互選をお願いします。 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時４２分 

───────────── 

再開 午前１０時５１分 

───────────── 

○議長（奥田 誠） 

  再開します。 

  決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選をしていただきましたので報告いたしま

す。 

  委員長に１１番、木本眞次君、副委員長に１番、松井孝恵君が就任されました。委員

長初め委員の皆様、大変ご苦労さまですが、よろしくお願いいたします。 

  続けて、議事に入ります。 

  先ほど報告のありました日程第１８ 報告第１８号から日程第２２ 報告第２２号ま

での５件については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第２２条の

規定に基づき、町長より議会に報告するものです。この報告については、財政の健全化

に関する重要な報告であり、これより質疑の場を持ちたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 
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  異議なしと認めます。 

  それでは、ただいまより質疑を行います。 

  質疑については、報告第１８号から報告第２２号までの５件を一括で行いたいと思い

ます。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  それでは、５件について一括で質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２３ 議案第９０号～日程第３３ 議案第１００号 

○議長（奥田 誠） 

  続いて、日程第２３ 議案第９０号、上富田町職員旅費条例の一部を改正する条例の

件から日程第３３ 議案第１００号、工事請負契約の締結について（平成２６年度第１

―１号公共下水道事業岩田下水道管（１工区）布設工事（補助））の件まで１１件を一

括議題とします。 

  当局より提案理由の説明を求めます。 

  総務政策課長、福田君。 

○総務政策課長（福田睦巳） 

  議案第９０号についてご説明申し上げます。 

  議案第９０号、上富田町職員旅費条例の一部を改正する条例。 

  上富田町職員旅費条例の一部を別紙のように改正する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  上富田町職員旅費条例の一部を改正する条例（案）。 

  上富田町職員旅費条例の一部改正。 

  今回の改正は、職員旅費について、より明確化するための改正でございます。 

  主な改正内容につきましては、次のページをお願いします。 
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  第３条第４項で、旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令の変

更をされ、または死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるとき

は、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給

することができる。 

  また、同条第５項で、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事

故または天災その他やむを得ない事情により、概算払いを受けた旅費額の全部または一

部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として

支給することができるとしてございます。 

  ２ページ後に新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。 

  なお、附則で、この条例は公布の日から施行するとしてございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  生涯学習課企画員、谷本君。 

○教育委員会生涯学習課企画員（谷本芳明） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第９１号の説明をいたします。 

  議案第９１号、上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例。 

  上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙の

ように制定する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（案）。 

  第１条で、趣旨といたしまして、この条例は児童福祉法第３４条の８の２第１項の規

定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとして

ございます。 

  第５条に、放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であ

って、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者につき、家庭、地域等との連携の

もと、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社

会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育

成を図ることを目的として行わなければならないとなってございまして、今回、国の示

す基準により条例を制定するものでございます。 

  基準といたしましては、施設の基準、支援員の基準、開放日数、受け入れ児童数等の
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基準を定める条例案でございます。 

  附則といたしまして、施行期日ですが、第１条で、この条例は子ども・子育て支援法

及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行するとして

ございます。 

  何とぞご承認賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（奥田 誠） 

  住民生活課企画員、坂本君。 

○住民生活課企画員（坂本 厳） 

  よろしくお願いいたします。 

  私からは、議案第９２号と議案第９３号についてご説明させていただきます。 

  議案第９２号、上富田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例。 

  上富田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例を別紙のように制定する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（案）。 

  議案第９２号につきましては、子ども・子育て支援法の施行に伴いまして、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため、上富田町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定しよう

とするものでございます。 

  それでは、各条文について、主なものについてご説明させていただきます。 

  この条例は第１章から第３章で構成されてございます。 

  第１章につきましては、総則について第１条から第３条で構成されています。 

  第２章、特定教育・保育施設の運営に関する基準につきましては、第４条から第３６

条により構成されています。 

  第３章、特定地域型保育事業の運営に関する基準につきましては、第３７条から第５

２条により構成されています。 

  第１章、総則につきまして、この条例は、子ども・子育て支援法第３４条第２項及び

第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定めてございます。 
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  次のページをお願いいたします。 

  第３条関係につきましては、一般原則といたしまして、特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業者は良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育または特定地域型保

育の提供を行うことにより、全ての子供が健やかに成長するために適切な環境が等しく

確保されることを目指すものでなければならないという表現です。 

  次のページをお願いいたします。 

  第２章、特定教育・保育施設の運営に関する基準につきましては、主なものといたし

まして、利用定員に関する基準といたしまして、第１節第４条、特定教育・保育施設は、

その利用定員の数を２０人以上とすることと定めてございます。 

  第２節第５条から第３節第３５条までは、当該施設の運営に関する基準につきまして、

各要点を整理し、列記したものでございます。 

  １３ページをお願いいたします。 

  第３章、特定地域型保育事業の運営に関する基準につきましては、利用定員に関する

基準を定めたものでございます。 

  主なものといたしましては、第１節３７条に、特定地域型保育事業のうち、家庭的保

育事業にあってはその利用定員の数を１人以上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型及び

小規模保育事業Ｂ型についてはその利用定員を６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ

型につきましては、その利用定員の数を６人以上１０人以下、居宅訪問型事業につきま

しては利用定員の数を１人とするということに定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  第２節運営に関する基準につきましては、第３８条から第５２条まで、当該施設の運

営に関する基準について各種要件を整理し、列記したものでございます。 

  １９ページをお願いいたします。 

  附則といたしまして、施行期日、この条例はこの法の施行の日から施行する。 

  第２条から第５条につきましては、各種要件についての経過措置について定めてござ

います。 

  続きまして、議案第９３号、上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例。 

  上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のように

制定する。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  上富田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（案）。 
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  議案第９３号につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教

育・保育等の総合な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律の公布に伴い、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型

保育事業及び事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、上富田町家

庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例を制定しようとするものでござ

います。 

  それでは、各条文におきまして、主な部分についてご説明させていただきます。 

  この条例は第１章から第５章で構成されております。 

  第１章、総則につきましては、第１条から第２１条により構成しております。 

  第２章、家庭的保育事業につきましては、第２２条から２６条により構成されており

ます。 

  第３章、小規模保育事業については、第２７条から３６条で構成されています。 

  第４章、居宅訪問型保育事業につきましては、第３７条から第４１条により構成され

ております。 

  第５章、事業所内保育事業につきましては、第４２条から第４８条により構成されて

おります。 

  第１章総則につきましては、主な内容といたしまして、第１条、この条例は、児童福

祉法第３４条の１６第１項の規定により、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問

型保育事業及び事業所内保育事業の設備、運営に関する基準を定めてございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  第３条関係につきましては、この条例に定める基準は、家庭的保育事業等を利用して

いる乳児または幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な

訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを

保障する最低基準を定めたものでございます。 

  第４条から第２１条につきましては、家庭的保育事業を行う者が、第３条の最低基準

を目的を達成するため、各種要件を条項で整理し、列記したものでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  第２章、家庭的保育事業につきましては、主な内容につきまして、設備の基準、第２

２条、家庭的保育者の居宅の設備、主な基準といたしましては、乳幼児に保育を行う専

用の部屋を設けること、２といたしまして、前号に掲げる専用の部屋の面積は９．９平

方メートル以上であること。 

  第２３条から第２６条までは家庭的保育事業、当該事業を運営するに当たり、各要件

の各条項を整理し、列記したものでございます。 
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  次のページをお願いいたします。 

  第３章、小規模保育事業につきましては、第１節の第２７条小規模保育事業の区分と

いうことで、主な内容といたしましては、小規模保育事業は小規模保育事業Ａ型、小規

模保育事業Ｂ型、小規模保育事業Ｃ型とすること。第２節第２８条から第４節３６号ま

では、小規模保育事業について設備の基準を定めたものでございます。 

  １３ページをお願いいたします。 

  第４章、居宅訪問型保育事業につきましては、第３７条、居宅訪問型保育事業者が保

育の提供について定めてございます。 

  第３８条から４１条につきましては、居宅訪問型保育事業者が当該事業を運営するに

当たり、各要件を条項で整理し、列記したものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  第５章、事業所内保育事業については、第４２条に事業所内保育事業を行う者の利用

定員枠を定めてございます。 

  第４３条から４８条につきましては、事業所内保育事業が当該事業を運営するに当た

り、各種要件を条項で整理し、列記したものでございます。 

  １８ページをお願いいたします。 

  施行期日としまして、附則、第１条、この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前

の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行するとなってございま

す。 

  第２条から第５条につきましては、各種要件の施行日から起算して５年間の経過措置

について定めてございます。 

  以上でございます。 

  ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  総務政策課長、福田君。 

○総務政策課長（福田睦巳） 

  議案第９４号についてご説明申し上げます。 

  議案第９４号、田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の変更に関する協議につ

いて。 

  地方自治法第２５２条の６の規定により、田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規

約を別紙のとおり変更することについて、同法第２５２条の２の２第３項の規定により

議会の議決を求める。 
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  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の一部を改正する規約（案）。 

  田辺西牟婁地区消防通信指令事務協議会規約の一部改正。 

  今回、地方自治法の一部を改正する法律の施行により、当規約に引用している条文の

条項が変更されたことに伴い、規約の一部を改正するもので、第１条中「第２５２条の

２第１項」を「第２５２条の２の２第１項」に改めるとしてございます。 

  次のページに新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。 

  なお、附則で、この規則は地方自治法の一部を改正する法律附則第１条第１号に掲げ

る規定の施行の日またはこの規約の告示の日のいずれか遅い日から施行するとしてござ

います。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  教育委員会生涯学習課長、藪内君。 

○教育委員会生涯学習課長（藪内博文） 

  私のほうからは、議案第９５号についてご説明申し上げますのでよろしくお願い申し

上げます。 

  議案第９５号、田辺市、上富田町青少年センター協議会規約の変更に関する協議につ

いて。 

  地方自治法第２５２条の６の規定により、田辺市、上富田町青少年センター協議会規

約を変更することについて、同法第２５２条の２の２第３項の規定により議会の議決を

求める。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  なお、この規約の一部を改正する規約案につきましては、地方自治法の一部を改正す

る法律の施行により田辺市、上富田町青少年センター協議会規約に引用している条文の

条項が変更されたことに伴い、規約の一部を改正するものでございます。 

  田辺市、上富田町青少年センター協議会規約の一部を改正する規約（案）。 

  田辺市、上富田町青少年センター協議会規約の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２５２条の２第１項」を「第２５２条の２の２第１項」に改める。 

  附則、この規約は、地方自治法の一部を改正する法律附則第１条第１号に掲げる規定

の施行の日またはこの規約の告示の日のいずれか遅い日から施行する。 

  なお、次のページに参考資料として新旧対照表を添付していますのでお目通しのほう
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をよろしくお願いします。 

  以上でございます。 

  ご承認賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（奥田 誠） 

  総務政策課企画員、水口君。 

○総務政策課企画員（水口和洋） 

  議案第９６号をご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

  議案第９６号、平成２６年度上富田町一般会計補正予算（第２号）。 

  平成２６年度上富田町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９，８０６万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億８，５０１万１，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の追加、変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第１表 歳入歳出予算補正」です。 

  歳入につきまして、１２款分担金及び負担金で、既定額に今回１０２万５，０００円

を追加、７，４０２万円と定めています。 

  １４款国庫支出金で、既定額に２，４９７万１，０００円を追加、１５款県支出金で、

既定額８６６万７，０００円を追加、１８款繰入金で、既定額に２，２１０万６，００

０円を追加、２１款町債で、既定額に４，１３０万円を追加。 

  歳入合計では、既定額に今回９，８０６万９，０００円を追加し、６１億８，５０１

万１，０００円と定めています。 

  次のページをお願いいたします。 

  次に、歳出では、２款総務費で、既定額に今回１，６５０万２，０００円を追加し、

９億２６９万４，０００円と定めています。 

  ３款民生費で、既定額に１，０２９万８，０００円を追加、４款衛生費で、既定額に

１，０５７万５，０００円を追加、５款農林水産業費で、既定額に７０万円を追加、６

款商工費で既定額に２０万円を追加、７款土木費で既定額に５０万円を追加、８款消防

費で既定額から７６７万５，０００円を減額、９款教育費で既定額に７２４万９，００
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０円を追加。 

  次のページをお願いいたします。 

  １０款災害復旧費で、既定額に５，９７２万円を追加。 

  歳出合計では、既定額に今回９，８０６万９，０００円を追加し、６１億８，５０１

万１，０００円と定めています。 

  次のページをお願いいたします。 

  「第２表 地方債補正」です。 

  追加で、公共土木施設災害復旧事業につきまして、限度額を４，０６０万円、農林水

産施設災害復旧事業につきましては限度額を５０万円と定めています。 

  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、当初予算と変わりございません。 

  恐れ入りますが、お目通しをお願いいたします。 

  次の６ページをお願いいたします。 

  変更では、消防施設整備事業で、限度額に２０万円を追加し、３４０万円としてござ

います。 

  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と変わりございません。 

  ７ページをお願いいたします。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書。 

  １、総括につきまして、このページから次の８ページの明細につきましては、恐れ入

りますが、お目通しをお願いいたします。 

  それでは、各内訳につきまして歳出からご説明させていただきます。 

  １２ページをお願いいたします。 

  ３、歳出につきまして、２款総務費では一般管理費で１，３５４万円の追加で、主な

ものとしまして、番号制度導入に係る社会保障関係のシステム改修委託料及び人事評価

制度構築支援業務委託料を措置しています。 

  負担金補助及び交付金では、番号制度導入に伴い、全国２カ所に設置予定の中間サー

バー負担金を措置しています。 

  防災対策費で２７０万５，０００円の追加で、木造住宅耐震改修費及び設計費補助金

２６６万１，０００円を措置しています。 

  人権推進費で２５万７，０００円の追加で、人権啓発映画上映経費２５万７，０００

円を措置しています。 

  ３款民生費では、社会福祉総務費で１４７万３，０００円の追加で、主なものとしま

して、年金生活者支援給付金システム改修委託料及び社会福祉協議会補助金を措置して

います。 
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  老人福祉費で４１万６，０００円の追加で、大谷高齢者憩いの家の敷地内舗装工事請

負費を措置しています。 

  障害福祉費で１００万円の追加で、障害福祉計画策定業務委託料を措置しています。 

  児童福祉総務費で７４０万９，０００円の追加で、主なものとしまして、子ども・子

育て支援新制度に係るシステム構築業務委託料７０２万円を措置しています。 

  ４款衛生費では、保健衛生総務費で４６万５，０００円の追加で、保健センターの雨

漏れの修繕料１２万円及び特別会計診療所事業への繰出金３１万円を措置しています。 

  次のページをお願いいたします。 

  予防費で、１，００５万４，０００円を追加、今回新たに県補助の対象となりました

肺がん低線量のＣＴ検査と胃ピロリ菌検査の委託料で３４万４，０００円、１０月より

定期予防接種化されます水疱瘡及び高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料で９７１万円を

措置しています。 

  清掃総務費で５万６，０００円を追加。 

  ５款農林水産業費では、農業総務費で特別会計農業集落排水事業繰出金７０万円を措

置しています。 

  ６款商工費では、商工総務費で２０万円を追加、１０月２４日から２６日まで開催予

定の紀の国トレイナート実行委員会補助金２０万円を措置しています。 

  ７款土木費では、住宅管理費で修繕料５０万円の追加。 

  ８款消防費では、常備消防費で８２３万９，０００円を減額、前年度精算分として８

４６万６，０００円を減額、消防救急デジタル無線の共同整備分として２２万７，００

０円を措置しています。 

  水防費で５６万４，０００円を追加、台風１１号に対応しました職員の手当を措置し

ています。 

  ９款教育費では、教育委員会費で８万４，０００円を追加、事務局費で４４万９，０

００円を追加、学校管理費で３３８万８，０００円を追加、主なものとしましては、各

小学校の遊具等の修繕料を措置しています。 

  次の１６ページをお願いいたします。 

  教育振興費で２１万７，０００円の追加、市ノ瀬、岩田小学校で実施します紀の国緑

育推進事業費２１万７，０００円を措置しています。 

  学校管理費で３０万８，０００円の追加で、主なものとしまして水道配水管の漏水等

修繕料３０万２，０００円を措置しています。 

  社会教育総務費で９８万８，０００円の追加で、主なものとしまして当初予算でご承

認いただきました八上稲葉根王子の測量設計調査の対象に県よりの指示で新たにバッフ
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ァゾーンを追加するため、５０万円を措置しています。バッファゾーンとは、外の世界

の影響が及ばないように保護するため設定する区域を言います。 

  公民館運営費で修繕料１１万６，０００円を追加、体育施設管理費で１６９万９，０

００円の追加でスポーツセンター球技場の駐車場等修繕料を措置しています。 

  １０款災害復旧費では、１項公共土木施設災害復旧費の単独災害復旧事業費で３，４

００万円の追加で、台風１１号による被害を受けました、ちょうど岡川谷道線ほか応急

復旧工事請負費を措置しています。 

  現年発生公共土木施設災害復旧事業費で２，４４１万円の追加で、ちょうど汗川１号

線路側崩壊及び板木川護岸崩壊等の災害復旧費を措置しています。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２項農林水産施設災害復旧費の単独災害復旧事業費で１２０万円の追加で、市ノ瀬宮

ノ尾地区農地ほか３件と、生馬篠原地区林道の応急復旧工事費１２０万円を措置してい

ます。 

  現年発生農業用施設災害復旧事業費で３１１万円の追加で、生馬中根地区用水路の災

害復旧費を措置してございます。 

  以上が歳出の内訳となっております。 

  次に、歳入を説明させていただきます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  ２、歳入につきましては、今回の補正に係る財源となっております。 

  １２款分担金及び負担金では、災害復旧費分担金で農地災害復旧事業分担金２０万円、

農業用施設災害復旧事業分担金６７万５，０００円、林業用施設災害復旧事業分担金１

５万円を措置しています。 

  １４款国庫支出金では、総務費国庫補助金で番号制度導入に係る関係システム整備事

業補助金、社会保障関係としまして５９９万８，０００円、民生費国庫補助金で年金生

活者支援給付金支給準備事業費補助金１０５万３，０００円、土木費国庫補助金で木造

住宅耐震改修費補助金等１３９万５，０００円、災害復旧費国庫補助金で現年発生公共

土木施設災害復旧費補助金１，３３４万円、農業用施設災害復旧事業費補助金１９５万

円の合計２，４９７万１，０００円を措置しています。 

  次のページをお願いいたします。 

  １５款県支出金で、民生費県補助金で子育て支援交付金からの移行事業費補助金３３

万円４，０００円を減額し、保育緊急確保事業費補助金２５万４，０００円を追加、地

域子育て特別支援等事業費補助金７０２万円、衛生費県補助金で肺がんＣＴ検診事業費

補助金４万２，０００円、胃がん予防対策ピロリ菌検査事業費補助金８万１，０００円、
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土木費県補助金で木造住宅耐震改修費補助金等６３万３，０００円、教育費県補助金で

文化財保護費補助金５０万円、紀の国緑育推進事業費補助金２１万５，０００円を措置

しています。 

  ３項委託金では、総務費委託金で人権啓発活動委託金２５万６，０００円を措置して

います。 

  １８款繰入金では、財政調整基金繰入金２，２１０万６，０００円を追加、今回の補

正に係る一般財源を補塡しています。 

  ２１款町債では、消防債で消防救急無線デジタル化整備事業債２０万円、災害復旧債

で現年発生公共土木施設災害復旧事業債６６０万円、公共土木施設災害復旧事業債で３，

４００万円、現年発生農業用施設災害復旧事業債で５０万円を措置してございます。 

  以上が今回の補正内容でございます。何とぞご承認賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（奥田 誠） 

  住民生活課長、和田君。 

○住民生活課長（和田精之） 

  よろしくお願いいたします。 

  私から議案第９７号及び９８号をご説明申し上げます。 

  議案第９７号、平成２６年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１２億４，６２２万８，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正、歳入です。 

  ７款繰入金で今回既定額に１２万円を増額、歳入合計といたしまして既定額に１２万

円を増額し、１２億４，６２２万８，０００円と定めています。 

  続きまして歳出です 

  ４款地域支援事業費で、今回既定額に１２万円を増額、歳出合計といたしまして既定

額に１２万円を増額し、１２億４，６２２万８，０００円と定めています。 
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  次のページをお願いします。 

  なお、３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましてはお目通しをお願

いします。 

  ４ページをお願いします。 

  ２、歳入です。 

  ７款繰入金、一般会計繰入金で１２万円を増額しております。 

  続きまして、３、歳出です。 

  ４款地域支援事業費、１２節役務費で１２万円を増額しております。これにつきまし

ては、今回、本人の身内にかわり町長申し立てをします成年後見人制度申し立て費用を

計上しております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第９８号をお願いします。 

  議案第９８号、平成２６年度上富田町特別会計診療所事業補正予算（第１号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計診療所事業補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４，３４２万２，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いします。 

  第１表 歳入歳出予算補正、歳入です。 

  ３款繰入金で、今回既定額に３１万円を増額、歳入合計といたしまして既定額に３１

万円を増額し、４，３４２万２，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款総務費で既定額に３１万円を増額、歳出合計といたしまして既定額に３１万円を

増額し、４，３４２万２，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  なお、４ページ、５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書総括につきましては、お

目通しをお願いいたします。 

  ６ページをお願いします。 
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  ２、歳入です。 

  ３款繰入金につきましては、一般会計繰入金で３１万円を増額しております。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出です。 

  １款総務費につきましては建物維持管理負担金としまして３１万円を増額しておりま

す。これにつきましては、雨漏りの改修に伴う負担金で、所有者である市ノ瀬財産区へ

社会福祉協議会と折半の上、納付するものであります。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（奥田 誠） 

  上下水道課長、植本君。 

○上下水道課長（植本 亮） 

  私からは、議案第９９号、議案第１００号についてご説明申し上げます。 

  まず、議案第９９号について申し上げます。 

  議案第９９号、平成２６年度上富田町特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）。 

  平成２６年度上富田町の特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億８，５１５万１，０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  次のページをお願いいたします。 

  第１表 歳入歳出予算補正、歳入です。 

  繰入金、既定額に７０万円を追加し、１億３，７４７万８，０００円、歳入合計では

今回既定額に７０万円を追加し、１億８，５１５万１，０００円と定めています。 

  歳出です。 

  農業集落排水事業費既定額に７０万円を追加し、６，７３７万７，０００円、歳出合

計では今回既定額に７０万円を追加し、１億８，５１５万１，０００円と定めています。 

  次のページをお願いします。 

  ３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましてはお目通しをお願いします。 

  次のページをお願いします。 

  ２、歳入です。 
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  繰入金、一般会計繰入金既定額に７０万円を追加し、１億３，７４７万８，０００円

と定めています。 

  ３、歳出です。 

  農業集落排水事業費施設維持管理費既定額に７０万円を追加し、５，６８０万５，０

００円としております。合計では今回既定額に７０万円を追加し、６，７３７万７，０

００円と定めています。 

  補正予算の主な内容といたしましては、施設維持管理費で８月１０日の台風１１号に

より生馬地区処理場及び岩田・岡地区処理場の低層坂内の故障に対する修繕料７０万円

を措置しております。 

  以上が今回の補正内容でございます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

  続きまして、議案第１００号について説明させていただきます。 

  議案第１００号、工事請負契約の締結について。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基

づき、指名競争入札に付した平成２６年度 第１－１号 公共下水道事業 岩田下水道

管（１工区）布設工事（補助）について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方

自治法第９６条第１項第５号の規定によって議会の議決を求める。 

  記。 

  １、契約の目的、平成２６年度 第１－１号 公共下水道事業 岩田下水道管（１工

区）布設工事（補助）。 

  ２、契約の方法、指名競争入札による契約。 

  ３、契約金額、８，３４４万７，２８０円。 

  ４、契約の相手方、和歌山県西牟婁郡上富田町朝来２０５３番地、株式会社清本組、

代表取締役清本泰弘。 

  平成２６年９月８日提出、上富田町長小出隆道。 

  本工事につきましては、指名競争入札による工事請負契約であります。 

  指名業者につきましては、株式会社清本組ほか１５社でございます。 

  工事内容につきましては、県道上富田町すさみ線の熊野高等学校前から、しおじ旅館

付近までの間を推進工法で管径２５０ミリヒューム管を延長１８０メートル、開削工法

で立平周辺の県道、町道に管径１５０ミリから２５０ミリのリブ管を延長４０９メート

ル施工するものであります。 

  次のページに参考資料といたしまして仮契約書の写しを添付してございます。 

  仮契約書の最後の条項に、議会の議決のあったときからこの契約の同一条件により本
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契約を締結したものとすることとなってございます。 

  何とぞご承認賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（奥田 誠） 

  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

△延  会 

○議長（奥田 誠） 

  お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（奥田 誠） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会します。 

  次回は、９月１１日午前９時３０分となっていますので、ご参集願います。本日はど

うもご苦労さまでございました。 

 

延会 午前１１時４２分 


